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令和２年第４回大分市教育委員会会議録 

 

１ 日時     令和２年４月２２日（水） 午後３時から午後３時５３分まで 

２ 場所    大分市役所本庁舎８階大会議室 

３ 出席者   教育長    三浦  享二 

        一番委員   上杉  美穂子 

        二番委員   岡野  涼子 

        四番委員   古城  一 

        五番委員   古城  和敬 

４ 出席事務局職員 

教育部長      佐藤  雅昭 

教育部教育監    高橋  芳江 

教育部次長兼社会教育課長     

村上  雄二 

大分市美術館副館長兼美術振興課長 

長田  弘通 

教育総務課長     高田  隆秀 

学校教育課長    野田  秀一 

体育保健課長    清水  篤  

５ 書記 

教育総務課参事補  黒木 眞由美   教育総務課参事補 三嶋 みどり 

教育総務課主任   園田 哲也 

６ 傍聴人   なし 

７ 議題 

（１） 議案 

（教議第２１号）令和２年度４月補正予算について 

（教議第２２号）大分市が設置する幼保連携型認定こども園に関する教育委員会の 

意見を聴取する事務を定める規則（案）に係る意見について 

（教議第２３号）大分市奨学生選考委員会委員の委嘱及び任命について 

（教議第２４号）大分市美術館協議会委員の委嘱について 

（教議第２５号）大分市美術館条例施行規則の一部改正について 

（教報議第２号）新型コロナウイルス感染症に係る大分市立小中学校等における今 

後の対応について 

（教報議第３号）大分市学校医等公務災害補償認定委員会委員の委嘱及び任命につ 

いて 
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（教報議第４号）大分市公民館運営審議会委員の委嘱及び任命について       

（２）報告事項 

①令和２年度武漢市学校交流事業について 

②大分市立中学校教科用図書の採択について 

８ 会議の概要 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

教育長 

 

 

 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまより、令和２年第４回大分市教育委員会を開会いたし

ます。 

なお、本日は生野委員が欠席しておりますが、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により、構成員の過

半数が出席しているので会議は成立していることを宣告いたしま

す。 

本日の署名委員を一番委員、二番委員にお願いします。 

それでは、ただいまより議案審議に入りますが、教議第２１号

「令和２年度４月補正予算について」につきましては、本委員会の

意思形成過程の段階にある案件であり、現時点で外部に公表します

と誤解を招く恐れがあることから、審議を秘密会とすることを発議

いたしますが、賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手） 

全委員賛成と認め、教議第２１号の議案審議は秘密会とします。 

それでは、教議第２１号「令和２年度４月補正予算について」を

議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第２１号「令和２年度４月補正予算について」ご説明申し上

げます。 

はじめに、今回の補正予算につきましては、新型コロナウイルス

に係る緊急対策案に係るものとなっております。 

本年度の教育費の補正前の額は、１７７億６，７７１万４千円で

ございますが、今回の補正額は、３億７，４１０万円の増で、補正

後の額は、１８１億４，１８１万４千円でございます。 

このうち、教育委員会所管分の補正額につきましては、３億７，

４１０万円の増で、補正後の額は、１５５億５８１万４千円でござ
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教育長 

教育長 

 

委員 

 

体育保健課長 

 

 

委員 

体育保健課長 

教育長 

います。 

それでは補正予算の概要についてご説明いたします。 

１０款２項 小学校費の２目 教育振興費の１番の就学援助事業

及び１０款３項 中学校費の２目 教育振興費の１番の就学援助事

業につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、経済的

に困窮した児童生徒の就学機会を確保するため、就学援助の現行の

認定基準に加え令和２年度に限り、新たな認定基準を設けるもの

で、就学援助に係る経費を追加計上するものでございます。 

次に、４目 学校給食費の１番の学校給食管理事業につきまして

は、学校の臨時休業による学校給食の休止に伴う、保護者への学校

給食費返還にかかる各種手数料及び給食の食材発注のキャンセルに

係る違約金等が保護者負担とならないように支援するとともに、学

校給食調理業者が実施する新型コロナウイルス感染拡大防止を踏ま

えた衛生管理改善のための研修や設備等の購入に係る費用を支援す

るための経費を計上するものでございます。 

以上のことにつきまして、本委員会でご決定いただき、ご決定の

上は、第１回大分市議会臨時会にて、審議・決定をいただこうとす

るものでございます。 

 以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

なお、第 1回大分市議会臨時会につきましては、４月２７日月曜

日に予定されております。 

例えば消毒液などの衛生用品に関するものもこの学校給食費の費

目に入りますか。 

衛生管理改善事業の補助金につきましては、給食事業者が設備の

改善等を行う場合を対象としており、その分につきまして、消毒液

などの消耗品及び設備を設置する場合も補助の対象になります。 

設備だけでなく、消耗品も含まれるということですか。 

はい。消耗品も含まれます。 

他にございませんか。 
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全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第２１号は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第２２号「大分市が設置する幼保連携型認定

こども園に関する教育委員会の意見を聴取する事務を定める規則

（案）に係る意見について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第２２号「大分市が設置する幼保連携型認定こども園に関す

る教育委員会の意見を聴取する事務を定める規則（案）に係る意見

について」ご説明申し上げます。 

平成３０年７月に策定した「大分市立幼稚園及び保育所の在り方

の方針」に基づき、今後、計画的に市内１３の地区公民館区域に市

立認定こども園を設置するための基本的な考え方を整理するととも

に、市立認定こども園の設置時期等を定めた「大分市立認定こども

園設置計画」が令和２年３月に策定されたところでございます。 

幼保連携型認定こども園については、地方公共団体の長の職務権

限とされておりますが、教育委員会が所管する幼稚園における教育

との整合や、小学校における教育との接続を図る必要があることか

ら、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条により、地

方公共団体の長は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こ

ども園に関する事務のうち、幼保連携型認定こども園における教育

課程に関する基本的事項の策定その他の教育委員会の権限に属する

事務と密接な関連を有するものとして規則で定めるものの実施並び

に当該規則の制定及び改廃に当たっては、教育委員会の意見を聴か

なければならないこととされております。 

本案は、同法第２７条第２項の規定により「大分市が設置する幼

保連携型認定こども園に関する教育委員会の意見を聴取する事務を
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教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定める規則」に係る市長から教育委員会に対する意見聴取につい

て、回答するものでございます。 

教育委員会の意見を聴取する事務としては、（１）幼保連携型認

定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関するこ

と、（２）幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関することで

ございます。 

以上の内容につきまして、同意いたしたくご決定をいただこうと

するものでございます。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第２２号は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

教議第２３号「大分市奨学生選考委員会委員の委嘱及び任命につ

いて」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第２３号「大分市奨学生選考委員会委員の委嘱及び任命につ

いて」ご説明申し上げます。 

本案は、大分市奨学生選考委員会委員の任期が令和２年５月１３

日で満了することから、次期選考委員会委員を委嘱及び任命いたし

たく、ご決定をいただこうとするものでございます。 

なお、委員につきましては、新任２名、再任５名であり、任期は

令和４年５月１３日までの２年間でございます。 

令和２年度大分市奨学生につきましては、奨学資金の貸与事務に

要する時間が十分確保できないことから、大分市奨学生の決定につ

いては教育長が代理し、次回定例教育委員会においてご報告し、ご

承認をいただきたいと考えております。 

 令和２年度大分市奨学生の募集・貸与に係るスケジュールは記載
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教育長 

教育長 

 

学校教育課長 

 

教育長 

教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

副館長兼 

美術振興課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

のとおりとなっており、応募状況のうち、大学・短大につきまして

は、３５名の募集に対し１１名の応募、高等学校・高等専門学校に

つきましては、３０名の募集に対し４名の応募となっております。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

高等学校・高等専門学校については３０名の募集に対して４名で

した。昨年の人数は分かりますか。 

昨年度は、大変少ない状況でございまして、３０名の募集に対し

て１名です。 

貸与につきましては、非常に希望が少ないという実態です。 

ご質問はございませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第２３号は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原 案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第２４号「大分市美術館協議会委員の委嘱に

ついて」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第２４号「大分市美術館協議会委員の委嘱について」ご説明

申し上げます。 

本案は、大分市美術館協議会委員の任期が４月末で満了となりま

すことから、次期協議会委員を委嘱いたしたく、ご決定をいただこ

うとするものでございます。 

なお、今回委嘱いたします委員の任期は、令和２年５月１日から

令和４年４月３０日までの２年間でございます。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第２４号は原案のとおり決定する
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全委員 

教育長 

教育長 

 

 

副館長兼 

美術振興課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第２５号「大分市美術館条例施行規則の一部

改正について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第２５号「大分市美術館条例施行規則の一部改正について」

ご説明申し上げます。 

本案は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用者が美

術館研修室の利用を中止した際に、当該利用者に使用料の返還がで

きるよう、本規則第１０条第１項第４号を新たに追加するなど、規

定の整備をいたしたく、ご決定をいただこうとするものでございま

す。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第２５号は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教報議第２号「新型コロナウイルス感染症に係る

大分市立小中学校等における今後の対応について」を議題といたし

ます。 

事務局、説明をお願いします。 

教報議第２号「新型コロナウイルス感染症に係る大分市立小中学

校等における今後の対応について」ご説明申し上げます。 

本案は、新型コロナウイルス感染症に係る大分市立小中学校等の

今後の対応につきまして、４月７日に開催いたしました「第１０回

新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を踏まえ、令和２年４月

８日（水）の始業式の後、５月１日（金）まで臨時休業とするこ
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教育長 

と、令和２年４月１０日（金）の中学校入学式及び１３日（月）の

小学校、義務教育学校入学式は、小学校の卒業式と同様、簡略化し

て実施することを決定いたしましたので、ご報告し、ご承認をいた

だこうとするものでございます。 

なお、今後の対応として関連する内容について、併せてご報告い

たします。 

「１ 学校行事」についてですが、各学校におきましては、換

気、時間等に十分配慮するとともに、参加者を限定するなどし、簡

略化した内容で始業式、入学式を実施したところであり、新しい担

任や新たなクラスメイトとの出会いを通じて、子どもたちは新学年

での学びや生活への意欲を高めたことと思います。 

次に、修学旅行を５月に実施する小学校は、秋（９月～１１月）

に、期日変更することを業者と調整したところでございます。ま

た、家庭訪問、遠足、運動会等、とりわけ１学期上旬の行事につい

ては、全ての学校で、実施の有無、日程変更も含め、内容、方法等

を検討しているところでございます。 

 「２ ３月、４月の未指導分の学習指導等」につきましては、指

導時間を確保するために、夏季休業期間の短縮を検討しているとこ

ろであります。 

「３ 生徒指導上、配慮が必要な児童生徒への指導」につきまし

ては、長期の休業により、生活が不規則になっているなど、配慮が

必要な児童生徒に対しまして、早期の電話連絡、家庭訪問を実施す

ることにより、指導・支援を行うこととしております。 

「４ 臨時休業期間中の子どもの居場所の確保」につきまして

は、特別支援学級在籍児童生徒の保護者や放課後児童クラブ等から

要請があった場合には、これまでと同様、教職員の支援や図書館や

体育館などの学校施設の開放等、各学校の実情に応じて柔軟に対応

してまいります。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

委員 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

先生方や事務職員の方が感染した場合の対応については協議して

いるのでしょうか。また、保護者が感染した時にはどうなるのでし

ょうか。 

ご指摘の点につきましては、全国的にもそれぞれの事業所におい

て感染者が出たり、濃厚接触者が出たりという状況がございますの

で、市内の小中学校においてもそのようなことが起こりうるという

想定はしております。その場合においては、過剰に規制をしたり出

勤を止めたりはできませんので、保健所の指導や一つ一つの事案の

感染源や感染経路がどうなっているか等を確認して対応いたしたい

と思っております。 

大分市保健所につきましても、このような状況の中、大変お忙し

いと聞いておりますので、あらかじめガイドラインのようなものを

決めておいた方がよいのではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 

具体的なガイドラインを学校に示しているということはございま

せんが、例えば、感染が確認された一つの小学校を休業とするの

か、あるいは、その中学校区全体を休業にするのかは、そのケース

の家族構成等を踏まえて対応していきたいと思っております。 

大変お忙しい中かとは思いますが、万一の場合ということについ

ては、ケースにもよりますでしょうが、あらかじめ決めていただい

た方がよいのではないかと感じているところです。 

非常に貴重なご指摘であります。このことについては、県内の市

町村によって取扱が違うということになりましても、また様々な問

題を生むのではないかと思います。いじめ等に配慮しなければなら

ない事案等も考えられますので、統一した対応をすべきだと考えま

す。当該校だけでいいのか、もしくは、小中学校に在籍する兄弟が

いる場合には、中学校区全てを休業するという大胆な措置もとらな

ければならないと思います。感染拡大を防ぐということが一番大き

なねらいであります。そのようなことも踏まえて対応してまいりま

す。 



10 

教育長 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

 

５月１日までを休みにするという説明がありました。つまり、５

月７日からの再開を予定しているということでありますが、再開

後、ご指摘がありましたような事案が発生しないとも限りません。

その備えは十分にしておくべきだと思っております。 

５月７日以降のことを含めてでも結構ですので、ご意見等はござ

いますか。 

今は５月７日から再開ということになっていますが、毎日状況が

変わります。再開時期をまた変更することもありえると思います

が、どんなかたちで考えていらっしゃるのか、また、どのような体

制で考えていらっしゃるのかが気になります。 

５月１日の１３時から新型コロナウイルス感染症対策本部会議、

その後１５時から市長会見を予定しております。学校の諸準備等も

ありますが、５月２日から大型連休に入りますので、事前の学校へ

の指示が通りません。そこで、それ以前には、ある程度直近の状況

で判断せざるを得ないということでございます。今、大分市内の感

染者は一旦落ち着いているかのように見えますが、今日の県の発表

を聞いておりましたら、感染経路が不明な感染が広がりつつあると

いうコメントが出ておりました。まさにそういう状況でございます

ので、連休後に爆発的に感染者が増えることも予想されます。その

ようなことも考えて冷静に対応したいと思います。つまり、５月７

日以降の休業も当然あり得るということです。ただし、休業になっ

た場合には、先ほどから話題になっております学びの保障という学

力の保障の問題がありますので、何らかの対応策を考えなければな

りません。今はその策を事務局において検討しているところであり

ます。 

他に何かございませんか。 

保護者の立場からはいかがでしょうか。 

中学生、高校生を持つ保護者としましては、中学校と高校で対応

が全く違うと、子どもたちの中でもストレスが溜まると感じまし

た。お兄ちゃんお姉ちゃんは外に行っているのに私たちはこんなに
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学校教育課長 

 

 

 

我慢しているという不満で、家庭内においても歪みが生じるという

ことがあります。各市町村で状況が違う、地域によっても違うとい

うところがあるとは思いますが、教育現場として一体となってやっ

ていただきたい。異なる校種であっても命を守っていく、自分の身

を守っていく、相手を思いやっていくということは、統一して考え

ていってほしいということをすごく思いました。 

貴重な、切実なご意見だと思います。ご兄弟についての対応が違

うというのは、新聞報道でもありましたようなとまどいや混乱を招

いているという状況も認識しております。そして、県内１８市町村

である程度統一した対応は出せないのかという声も聞きまして、大

分市教育委員会内に県内１８市町村教育委員会の取りまとめ役とな

る事務局がありますので、昨日時点において、５月７日以降にどの

ような対応をとるのかということについて聴取をしてみましたが、

地域ごとに状況が違いますので、一律に統一するということは非常

に難しいというのが実感であります。やはり、それぞれ地域の実態

に応じて適切に対応するのがいいと思います。 

その他にございませんか。 

生徒指導のことについて、今後の対応ということで話がありまし

たが、これまでのところで生徒指導上の問題としてどのような問題

が浮かび上がっているのか、顕著な例がありましたら、お聞かせ願

いたい。もう一点は、学びの保障をどうするのかということについ

てです。これから、夏休みを使って授業をカバーするということも

考えますと、教育センターにおける教材づくりが非常に求められる

のではないかと思っております。そのようなところで学校の先生の

支援を行うということを考えておく必要があろうかと考えていま

す。 

一点目の生徒指導上のこれまでの状況につきましては、まず、現

時点において、特に大きな事件、事故の報告は学校から受けており

ません。４月１７日金曜日に年度始校長会を開催し、指導したとこ

ろです。学級担任につきましては、ベテランもおりますし、新卒新
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教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

教育長 

 

採用の教員もいます。新卒新採用の教員は、始業式、入学式の時に

子どもたちと１回会っただけで、子どもの情報等も十分に持ち合わ

せていませんし、また、子どもたちにどのように関わっていくかと

いう視点や方策も持っていないというところがございます。このよ

うな若手教員の学級につきましては、校長、教頭が直接関わって学

級の状況を確認するように指導をしております。二点目の未指導分

の学習指導につきましては、大分市が一斉休業に入った３月３日火

曜日の時点で、休みが長期に渡ることが予想されましたので、それ

に備えた課題を準備し、子どもたちに対する指導を行ったところで

ございます。そして、４月の始業式の際にも課題を配布いたしまし

た。さらに、始業式後の４月中に一度、課題を準備して家庭に持っ

ていくよう指導しておりましたが、国が緊急事態宣言を発しました

ので、教職員が家庭を訪問することに配慮が必要だと考えておりま

す。学校には、ポストに課題を入れて家庭に電話を入れるなど、接

触について配慮しながら課題を渡すように指導しております。国

は、このような学校が用意した学習プリントによって、学校再開後

に子どもたちに学習の定着が十分に見られるようであれば、学習を

終えたこととしてよいという通知を出しています。あくまでも再開

した後に行う学習を効率的に行えるという意味合いから学習プリン

トを準備しているところです。今後長期化することも考えられます

ので、委員からご指摘がありましたように、指導の在り方を考えて

まいりたいと思います。 

実際に授業を行わなくてもその学習内容が子どもたちに定着して

いると見られる場合には、授業が行われたと見なすということです

ね。 

実際に子どもたちの状況を見て、学習が定着していると校長が判

断した時には、対面による指導を行わなくても、授業が行われたも

のとしてよいと国は通知しています 

授業したと見なすということで、国もかなり柔軟な扱いを認めて

います。もう一つ心配されるのは、今年のカリキュラム上の授業時
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間数が確保されるのかどうかという問題がありますが、これにつき

ましてもかなり柔軟な扱いになってくるだろうと思います。そうし

ますと、その延長線にある受験生はどういう入試になるのだろうか

という心配が当然出てきます。そこで、先ほど学校教育課長の説明

にもありましたが、夏休みを短縮するということは、１学期の修業

を延長するということであります。最大限８月１２日まで延長する

ことが考えられます。学校に対して、具体的な日は示しておりませ

んけれども、幸いなことに小学校にもエアコンは完備しましたの

で、私どもといたしましては、夏の学習は十分に可能であると考え

ております。学校も延長するという認識で対応しているところでご

ざいます。 

他にございませんか。 

経済人はアフターコロナということを言っておりましたが、最近

では、ウィズコロナと言われています。修学旅行も秋に変更となる

と伺っており、少しでも早く様々なものが戻ってくればという思い

がありますが、皆様も新聞等でご覧のように、落ち着くのは２年後

になるという話もある中で、ウィズコロナで考えていく側面も非常

に大事ではないかと思います。遠隔の会議も今は当たり前に行うよ

うになってきましたし、厚労省の腰がとても重かった遠隔医療につ

いても少しずつ許可が出てきております。遠隔授業につきまして

は、保護者のＩＴのインフラ状況もあって難しい部分もあり、なか

なか進まないところではあると思いますが、コロナが長引くという

考えも頭に置いていただきたいと思います。今日の日経新聞に、ア

メリカ東部の州では州の予算で準備したｉＰａｄ３０万台をジュニ

アハイスクールに配布したという話が出ていました。早く収束する

ことを祈るばかりではありますが、本当に１年２年続くのではない

かという予想もありますので、授業ができなくなった場合に遠隔で

児童生徒への声掛けをするということも含めて、市だけでは決めら

れない大きな話で恐縮ではありますが、ウィズコロナの姿勢で考え

ることも重要ではないかという意見でございます。 
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全委員 

教育長 
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体育保健課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

まさにそのとおりでございまして、現在、１学期の行事を２学期

に移動して何とかやりたいという発想でありますが、２学期にでき

るという保障は何らございません。場合によっては、行事は全て中

止となることも当然考えておかなければなりません。また、やは

り、学習保障をどうするのかとういう問題が非常に大事であり、今

ある状況の中でどのような学習ができるかということは当然考えて

おく必要があると思います。そこで、すぐに３０万台そろえるとい

うことは無理ですが、今市がもっている教育財産をフルに活用した

時に何ができるのかということは考えております。再度長期の休業

に入った場合には、それを稼働させようということで、そのプログ

ラムについて検討しているところでございます。 

他にございませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教報議第２号は原案のとおり承認する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり承認されました。 

それでは次に、教報議第３号「大分市学校医等公務災害補償認定

委員会委員の委嘱及び任命について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教報議第３号「大分市学校医等公務災害補償認定委員会委員の委

嘱及び任命について」ご説明申し上げます。 

本案は、大分市学校医等公務災害補償認定委員会委員につきまし

て、令和２年３月３１日で任期が満了となりましたことから、令和

２年４月１日付で、新たに委員の委嘱及び任命をいたしましたの

で、ご報告し、ご承認をいただこうとするものでございます。 

なお、委員の任期は、令和５年３月３１日までの３年間でござい

ます。   

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 
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（なしとの声） 

それでは採決いたします。教報議第３号は原案のとおり承認する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり承認されました。 

それでは次に、教報議第４号「大分市公民館運営審議会委員の委

嘱及び任命について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教報議第４号「大分市公民館運営審議会委員の委嘱及び任命につ

いて」ご説明申し上げます。 

本案は、大分市公民館運営審議会委員につきまして、選出団体で

の役員交代などに伴い、後任の委員を令和２年４月１日付けで委嘱

及び任命いたしましたので、ご報告し、ご承認をいただこうとする

ものでございます。 

なお、今回委嘱及び任命いたしました委員の任期は、前任者の残

任期間となっております。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教報議第４号は原案のとおり承認する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり承認されました。 

それでは次に、報告事項の説明をお願いします。 

報告事項１点目「令和２年度武漢市学校交流事業について」ご報

告申し上げます。 

本市では、平成２４年度から、中国武漢市との友好交流の諸事業

の１つとして、両国青少年に、海外の文化や社会、自然環境などに

直接触れる体験と見聞を広げる機会を提供することにより、国際社

会に向けた人材の育成及び日中の相互理解と交流の促進を図ること
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を目的に、武漢市学校交流事業を実施しております。 

昨年度につきましては、６月１０日（月）から、７月５日（金）

までの約一か月間、武漢市外国語学校の５名の生徒を判田中学校に

受入れ、体験入学とともにホームステイを行い、日本の生活習慣や

文化などを学び、相互理解と友情を深めることができました。 

しかし、令和２年３月に予定しておりました判田中学校生徒の武

漢市への派遣につきましては、新型コロナウイルス感染症に伴い、

外務省から渡航中止勧告が発せられたことなどにより、生徒たちの

健康・安全を第一に考え、中止することといたしました。 

令和２年度につきましては、その後の感染の状況を注視しており

ましたが、全国的また世界的にも新型コロナウイルス感染症の収束

が見通せない状況となっていることから、武漢市学校交流事業にお

ける受入、派遣全てを中止することといたしました。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項２点目「大分市立中学校教科用図書の採択について」に

つきまして、ご報告申し上げます。 

令和３年度から中学校において新学習指導要領が全面実施されま

すことから、中学校教科用図書については、本年度が採択替えの年

となります。 

市町村立の小中学校で使用される教科書の採択の権限は、市町村

教育委員会にあり、平成２２年度からは大分市が単独で教科書を採

択する「単独採択」となり、これに伴って教科書採択の適正かつ公

正な実施を図るため、「大分市教科用図書選定委員会設置要綱」を制

定しております。   

今回の大分市中学校教科用図書の採択につきましては、「採択事務

経路」の手順に従って採択事務を進めていきます。 

 なお、採択事務を進めるに当たりましては、外部の声に左右され
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ることのないように静謐な環境が保たれることが何より重要であり

ます。 

 経路図内Ａの「各教科書発行者」は、文部科学大臣の検定に合格

しますと、その教科書を教科書見本本として、①のようにＢ「県教

育委員会」に送付してまいります。県教育委員会は、その見本本を

もとに、県下２５会場にて、Ｃの「教科書展示会」を、６月１２日

から６月２５日まで開催いたします。教科書展示会では、各教科書

発行者から送付された見本本を、県や市町村教育委員会の指導主事

や各学校の校長及び教職員はもとより、保護者や県民などが閲覧で

きるようにしております。大分市においても、市民の皆様が閲覧す

ることができるように、同じ期間に学校教育課及び大分市教育セン

ターで展示会を開催することにしております。さらに、より多くの

方が閲覧できるように、学校教育課においては展示会後も常設展示

を行うようにしております。 

 また、県教育委員会は、（１）義務教育諸学校校長・教員、（２）

専門的知識を有する職員、（３）学識経験者のうちから、県教育委員

会が任命した委員で構成するＤの「県教科用図書選定審議会」を設

置いたします。この審議会に対して県教育委員会は、②のように教

科書採択の在り方について諮問いたします。 

 県教科用図書選定審議会は、その役割や機能が専門的であり、か

つ調査内容が膨大なため、Ｅにある専門調査員に③のように調査研

究を依頼します。なお、調査員は、種目ごとに指導主事及び市町村

教育委員会から推薦された各教科代表の教員を県教育委員会が任命

します。 

 専門調査員は、県教科用図書選定審議会から示された「調査研究

の観点」をもとに調査研究を行い、その結果を報告書にまとめて県

教科用図書選定審議会に提出し、④の報告をいたします。県教科用

図書選定審議会では、その報告書をもとに慎重に審議を行い、⑤の

建議を県教育委員会に対して行います。 

 県教育委員会は、建議をもとに「教科書選定資料」を作成し、Ｆ
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教育長 

教育総務課長 

 

の「大分市教育委員会」に送付し、その資料を活用して採択事務を

進めるよう、⑥の指導・助言を行っております。 

 大分市教育委員会においては、Ｇの「大分市教科用図書選定委員

会」を設置するとともに、大分市内の校長・教頭・教員からなるＨ

の「調査研究員会」を設置し、⑧のように大分市の実態に即した調

査研究を依頼します。大分市教科用図書選定委員会は、調査研究員

会による⑨の報告や、県教育委員会から送付された選定資料などを

もとに、教育委員会で採択する原案となる教科書を１種類選定しま

す。 

 大分市教科用図書選定委員会で選定された教科ごとの教科用図書

は、⑩のように大分市教育委員会に報告され、大分市教育委員会で

審議の上、大分市で使用される教科書として採択されます。 

 その後、⑪のように県教育委員会に対して使用する教科書の注文

数を申し込む「需要票」を提出することで、大分市で採択された教

科書が報告され、９月１日の採択結果の公表をもって採択に関する

すべての事務が終了することとなります。 

 以上が、基本的な教科書の採択手順でございます。 

 本市教育委員会といたしましては、この採択手順に従って採択事

務を進めてまいります。教科書採択は、７月下旬の臨時教育委員会

で行う予定にしておりますが、決定する際は、県の教科書選定資料

や大分市教科用図書選定委員会の研究結果を参考にしながら、教科

書の検討を行う必要があります。 

そのため、５月及び６月の教育委員会終了後に教科書についての

学習会を実施したいと考えているところであります。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

他に何かございませんか。 

５月の教育委員会等の日程につきまして調整をお願いいたしま

す。 
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５月の定例教育委員会は、５月２７日水曜日午後３時からお願い

したいのですが、よろしいでしょうか。 

その他の予定でございますが、まず、大分県市町村教育委員会連

合会の総会が５月２６日火曜日に行われる予定でしたが、中止とな

りました。 

 なお、本日の会議終了後は、連絡事項等がございますので、お時

間をいただきたくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

 （了承） 

他に何かございませんか。 

（なしとの声） 

これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。 

                  （午後３時５３分 閉会） 


